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▶ 第 2 回いこまビジネス交流会を開催します
日　時 3月22日（金）　18:00～20:00
会　場 本所603会議室（生駒セイセイビル６階）

定　員 20名
参加費 会員1000円　非会員2000円

詳　細 詳細はQRコードまたは、
本所HPよりご確認ください

問合せ 経営支援課  ☎ 74-3515

▶ 一般健康診断を受診してください
令和６年度も一般健康診断を下記の通り実施いたします。

実施日

申　込 　詳細 ･ 申込は本誌折込チラシよりご確認ください

締　切 　４月１２日（金）まで　　　 問合せ 　地域振興課  ☎ 74-3515

▶プログラム
✓商工会議所活用のポイント
✓交流会

日付 会場 午前 午後

５月 ９ 日（木） 庄田自治会館 9:00 ～11:30 13:00 ～15:30

５月１０日（金） セラビーいこま内 健康センター 9:30 ～11:30 13:00 ～16:30

申込締切
3/20（水）まで！

広告協賛企業（順不同）
　上武建設㈱	 高山製菓㈱	 大光宣伝㈱	 ㈱エフシーシー	
　竹茗堂 左文	 ㈱チャンピオンシップス	 近鉄ケーブルネットワーク㈱
　共同精版印刷㈱	 セレミューズ㈱	 ㈱生駒市衛生社	 上田酒造㈱
　生駒交通㈱	 ㈱ケーイーシー	 関西メタルワーク㈱	 ㈱アイ・ストリームサービス
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お茶をもっと身近に 
親しみやすく
お茶をもっと身近に 
親しみやすく

竹茗堂左文
高 山 茶 筌 製 造 ・ 茶 道 竹 器 卸

経済産業大臣指定伝統的工芸品

「マグ・マドラー de ピクニック」 
6点セット

オリジナル商品ほか、竹茗堂WEBショップで販売中 久保左文 検　索

●抹茶・カプチーノコーヒー・
ミルクティ・ココアなど何時でも
何処でもタイムリーに楽しめます。
（全て日本製）

〒630-0101 生駒市高山町6439-3
ＴＥＬ ０７４３－７８－００３４
ＦＡＸ ０７４３－７９－１８５１
http://www.chikumeido.com

高山茶筌は約５００年前の室町時代、
茶道と共に奈良の生駒高山で生まれました。

所得税等の確定申告の提出期限

生命共済　災害保険金の支払い取扱変更について

期　　限　　　　　　　申告内容 所得税等 消費税等

提 出 期 限・納 期 限 ３月15日（金） ４月１日（月）
振 　 替 　 日 ４月23日（火） ４月30日（火）

※振替納税をご利用の方は口座の残高にもご注意ください

わくわく共済　入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病
　　　　　　　一時金特約付定期保険（団体型）＋生駒商工会議所独自の給付制度（見舞金・祝金制度）
　令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律」（感染症法）上の「五類感染症」に位置づけられましたが、「五類感染症」（季節性インフルエン
ザ等が該当）の性質を踏まえると、災害保障の概念に適さなくなることから、当該商品についても約款を
改定し、個人保険と同様に、災害保険金等をお支払い対象外とさせていただきますことをご通知申し上げ
ます。

　新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡・高度障害状態に該当した場合は、生涯保障特約等
（災害保険金等）のお支払い対象外となります。

　詳しくは、アクサ生命保険株式会社 HP 検索フィールドに 「団体保険約款」 と入力。

※改定日
　令和6年4月1日以降、「福祉団体定期保険」または「定期保険（団体型）」を新規に締結または更新した契
約から順次（契約応当日単位）適用いたします。

問　合　せ 経営支援課　☎ 74-3515　　 引受保険会社 アクサ生命保険株式会社
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令和6年3月1日～3月31日は「労働条件の明示・確認月間」です！

中小企業等賃上げ促進給付金の申請はお早めに

新入・若手社員研修

　労働条件通知書の交付を行っていますか？
　就業規則の整備・社内への通知はお済ですか？
　職場でのトラブルを避け、良好な労使関係を築くためには、労働条件を明示した書面（労働条件通知書）
を労働者に交付して、その内容を労使双方で確認し、誤解のない労働契約を結びましょう。また、就業規
則の整備と社内への周知についても確認しましょう。

※　労働基準法第 15 条では、労働契約を結ぶ際、賃金などの労働条件を明示した書面（労働条件通知書）
を事業主から労働者に交付することを義務付けています。

※　労働基準法第 106 条では、36 協定や就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え
付けること、書面を交付すること等により、労働者に周知させることを義務付けています。

問合せ   奈良労働局 労働基準部 監督課　☎ 0742-32-0204

　市内事業所に勤務する正規・非正規雇用従業員の賃金を上げた事業者に対し、従業員一人あたり 5 万円
を給付する「生駒市中小企業等賃上げ促進給付金」の申請は、3 月 25 日㈪までです。（予算がなくなり次
第、受付を終了することがあります）

※  「奈良県中小企業等の賃上げ促進給付金」の申請を必ず先に済ませてください。奈良県からの「支給
決定通知書」を受領後、生駒市の給付金申請も速やかにしてください。

※　奈良県からの「支給決定通知書」が必要ですが、3 月 18 日㈪を過ぎても受領できない場合、市ホー
ムページの事前連絡ページから連絡してください。

申込み・詳細 市ホームページの特設申込フォームから　　　　　　詳しくはこちら▶
問　合　せ 生駒市役所　商工観光課　☎ 74-1111（代）

　社会人としての基礎を習得・再確認するための研修です。
　入社まもない方、お客様対応を行っているが不安な方、マナーのスキルアップを図りたい方、ぜひ受講ください。

日　時   ６月６日（木）　10:00～17:00
会　場   本所603会議室（生駒セイセイビル６階）
内　容   社会人の心得・ビジネス文書（Ｅメール･SNS）・電話対応など、基礎やマナーを学べます
申　込   詳細は４月号の折込チラシをチェック！
問合せ   経営支援課　☎ 74-3515
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【お知らせ】井戸水等を公共下水道へ排出されている事業所の皆さまへ
（奈良県流域下水道協議会）

　工場・事業所などで井戸水（地下水）など水道水以外の水を公共下水道に排出する場合は、排出量に
応じた下水道使用料を納める必要があります。
　下水道使用料は、汚水処理施設の整備や維持管理のため負担していただくものです。
　工場・事業所が所在する市町村に届け出が必要となりますので、届け出が済んでいない場合は、市町
村下水道担当課までご連絡をお願いします。
問合せ 生駒市下水道課　☎ 0743-74-1111

日　時   4月9日（火）９：32 スタート 場　所   ゴルフクラブ四条畷 当日会費   4,000円

競技代   各自お支払い 定　員   20名（５組）※先着順 申込締切   3月22日（金）

問合せ   地域振興課　☎ 74-3515
生商会会員以外の方でゴルフ好きの方も、お気軽にご参加ください！

生商会ゴルフ競技会（オープン参加可）のご案内

IKOMA
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　１月29日（月）、本所603会議室にて、合同会社モバイルエール 橘明日香氏を講師にお招きし、ショー
ト動画の作成と活用についてのセミナーを開催しました。動画集客が上手な方のポイントやコツを学び、
最後は実際にショート動画を作成しながら、スマホで簡単に撮影から編集まで行う方法を教えていただ
きました。

　２月２日（金）、本所603会議室にて、「いこまビジネス交流会」を開催しました。今回は、「創業まもな
い事業者や生駒で横のつながりを作りたい方を中心に異業者・専門家とつながることができる場」をテー
マに設けました。当日は、本所会員のみならず非会員の方にもご参加いただき、20名の皆さんにご参加
いただきました。
　本イベントは前半に生駒市地域活力創生部 領家部長から「ＥＧいこま」の推進についての説明があり、
続いて本所職員による「持続化補助金の活用のポイント」をテーマに講演し、制度の概要や強み・課題の発
掘グループワークショップを行い、後半は自由な交流が行われ、士業との情報交換や新たな販路開拓に向
けた人脈づくりのために会場全体が賑やかな雰囲気となりました。
　参加した方からは「様々な業種の方と交流ができて嬉しかった」、「新たな出会いに繋がった」という声
があり、参加者同士が交流を深め新しい出会いや発見につながりました。

講演「持続化補助金の活用のポイント」 交流の様子

「スマホ deショート動画活用！」セミナーを開催しました

「いこまビジネス交流会」を開催しました

IKOMA
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　1 月 20 日（土）、くろんど荘にて、青年部の新年
会が開催されました。来賓として鐵東会頭をはじめ
とする方々にご来臨いただき、青年部員 27 名並び
に、生友会９名の皆さんが参加する賑やかな会とな
りました。
　冒頭に、先日の能登半島地震で犠牲になられた
方々への黙祷を行い、主催者を代表して、橋本会長
から挨拶、来賓の方々からご祝辞を頂きました。新
たな年の始まりを祝うとともに、一致団結して、青年
部活動に邁進することを目指し、交流を深める良い
会となりました。

　奈良県青連第２回会員大会が２月３日（土）に橿原文化
会館で開催されました。
　 第 １ 回 大 会 か ら ４ 年 ぶ り と な っ た 今 回 は、「Aim 
higher ～今ここに無い未来を奈良県青連で作ろう～」を
開催テーマとし、奈良県内４単会の連携強化、YEG 活動に
対する意識向上等を目的に行われました。また、令和８年
度に奈良県連が主管となって執り行う日本 YEG 全国大会
に向けて、非常に良い刺激となった大会でした。

分科会では奈良県内の地酒の飲み比べ、名産品の試食会が行われました。

次年度県連会長予定者挨拶（生駒 YEG 橋本会長）

青年部　新年会を開催しました

奈良県商工会議所青年部連合会第２回会員大会が開催されました
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令和６年度各種検定試験日程表

検定種目 回数／級 試験日 概要

日商珠算

（そろばん）

231 回／ 1 ～ 6 級 6/23（日） 記憶力や集中力がアップ！学力向上の効果も
計算力・暗算力はもとより記憶力や集中力、思
考力なども養われるとして、その効用が見直さ
れています。また、習熟してくると脳を高速に
動かせるので学力全体を伸ばすことができます。
就職にも有利です。

232 回／ 1 ～ 6 級 10/27（日）

233 回／ 1 ～ 6 級 2025年
2/9（日）

日商簿記

167 回／ 1 ～ 3 級 6/9（日） 企業が求める資格、第１位！！
企業の経営活動を会計の側面から理解すること
ができるようになります。簿記の知識があれば、
財務諸表を見て企業活動を把握し、経営のあり
方を考えられるため、経営管理能力を身につけ
ることができます。

168 回／ 1 ～ 3 級 11/17（日）

169 回／ 2・3 級 2025年
2/23（日）

ネット試験
2・3 級 随時施行

ネット試験会場（テストセンター
等）で施行されます。ネット試
験の試験日や詳細については QR
コードを参照ください
（https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping）

○受験料（消費税含む）が改定されました。

１級 ２級 ３級 その他の級
珠 算 2,800 円 2,000 円 1,800 円 （４～６級）1,200 円
簿 記 8,800 円 5,500 円 3,300 円

※簿記検定試験（統一試験）のネット申込には、受験料の他に 700 円（税込）の手数料が必要となります。
※なお、以下の検定試験については、各々主催となっている機関のホームページにてご確認ください。

｛ ・リテールマーケティング（販売士）
・日商 PC ➡ 日本商工会議所

https://www.kentei.ne.jp

｛ ・ビジネスマネジャー　
・ビジネス実務法務　・ECO 検定（環境社会）
・福祉住環境コーディネーター　・カラーコーディネーター

➡ 東京商工会議所
https://kentei.tokyo-cci.or.jp/

問 合 せ 経営支援課　☎ 74-3515
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　本所は、内閣府・中小企業庁等による「パートナーシップ構築宣言」の趣旨に賛同し、取引業者等の皆
様との共存共栄関係を構築し、望ましい取引慣行を遵守する同宣言を公表しました。宣言企業は専用の「ロ
ゴマーク」を使用してホワイト企業であることをアピールでき、一部の補助金で加点措置が受けられます。
本所は、多くの企業経営者や事業者の方々に同宣言を公表していただけるよう、引き続き働きかけを進め
てまいります。ポータルサイト：https://www.biz-partnership.jp

「パートナーシップ構築宣言」を公表しました！

「パートナーシップ構築宣言」
　本所は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進め
ることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣言します。

１．サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携
　直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける（「Tier N」から「Tier N+1」へ」）ことにより、
サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等を超えた
連携により、取引先との共存共栄の構築を目指します。その際、災害時等の事業継続や働き方改革の
観点から、取引先のテレワーク導入やＢＣＰ（事業継続計画）策定の助言等の支援も進めます。
　（個別項目）

ａ.  企業間の連携 （新規事業創出支援、事業承継支援、ビジネスマッチング）
ｂ.  IT 実装支援 （ＤＸ化推進、ＩＴ人材育成支援、サイバーセキュリティ対策支援）
ｃ.  専門人材マッチング （士業等の専門人材紹介・支援）
ｄ.  グリーン化の取組 （脱・低炭素化に関する情報提供・共有、グリーン調達）
ｅ.  健康経営に関する取組 （健康経営に関する情報提供、健康経営施策の実施支援）

２．「振興基準」の遵守
　取引業者との望ましい取引慣行（下請中小企業振興法に基づく「振興基準」）を遵守し、取引先のパー
トナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組みます。
①　価格決定方法

・取引業者への不合理な価格低減要請を行いません。
・取引対価の決定に当たっては、取引業者から協議の申し入れがあった場合には協議に応じ、適正な

利益を含むよう十分に協議します。
・取引対価の決定を含め契約に当たっては、契約条件の書面等による明示・交付を行います。

②　手形などの支払条件
・代金は可能な限り現金（口座振替）で支払います。また、支払いサイトは 30 日以内とするよう努

めます。
③　知的財産・ノウハウ

・知的財産取引に関するガイドラインや契約書のひな形に基づいて取引を行い、片務的な秘密保持
契約の締結、取引上の立場を利用したノウハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは求めません。

④　働き方改革等に伴うしわ寄せ
・取引先も働き方改革に対応できるよう、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更

を行いません。
・災害時等においては、取引事業者に一方的な負担を押し付けないように、また、事業再開時等には、

できる限り取引関係の継続等に配慮します。

３．その他（任意記載）
　健全な企業間取引を推奨し、事業者の連携・共存共栄を構築することにより、地域商工業者の発展
に寄与いたします。

令和６年２月１３日
生駒商工会議所 会頭 　鐵東 貴和
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　※ 奈青連（奈良県商工会議所青年部連合会）、YEG（青年部）、市（生駒市）、検定（検定試験）、 太鼓（生駒山麓太鼓保存会）、日商（日本商工会議所）、
　　 おちやせん（生駒市アンテナショップ）、シルバー（生駒市シルバー人材センター）、市議会（生駒市議会）

■　融資情報
●マル経融資制度
経営改善をバックアップ。無担
保・無保証人・低利で融資する
制度です。

●マル経融資を受けるには
会議所加入後、経営指導員によ
る経営指導を受けていること、
所得税他の税金を完納している
ことなどの条件を満たしている
ことが必要です。

●金融利率（無担保・無保証人）
令和6年2月21日現在（年利％・単位：円）
制　　度 利率 貸付枠

マル経融資 1.20％ 2000万

ここをチェック ✓
■ 期限切れ文書等のチェック、更新

◇ 従業員の身分証明書、三六協定、郵便料
金の受取人払い・後納手続きなど、期限
切れとなるものがないかをチェックし、
必要なものは更新する

◇ 保存年月が法定されているものはひとまと
めにして保存し、不要なものは廃棄する

■ 賃上げの検討
◇ 4 月に昇給を実施する予定の企業では、

遅くとも上旬までには資料、情報を集め、
具体的な検討に入る

■ 新入社員の入社に伴う事務手続き
◇ 入社に伴う法定事務、社内事務については、

チェックリストを使って早めに準備する
◇ 交付・貸与する事務用品、身分証明書、

タイムカード、名札などを用意する
◇ 入社時に作成させる書類を揃える
◇ 社会保険、雇用保険の被保険者資格取得

のための用紙等を取り寄せておく
◇ 入社式、新入社員教育の準備をする

■ 人事異動に伴う事務手続き
◇ 転勤や配転などに伴う社会保険の資格取

得・喪失手続き、所得税や住民税に関し
ては「扶養控除等（異動）申告書」の提
出先の変更、「給与支払い報告書・特別
徴収に係る給与所得者異動届出書」の旧
住所地への提出を済ませる

■ 退職に伴う事務手続き
◇ 退職者に健康保険の被保険者証、「退職所

得の受給に関する申告書」等を提出させる
◇ 「退職所得の源泉徴収票」、「給与所得の

源泉徴収票」、社会保険の「資格喪失届」、
「給与支払報告書・特別徴収に係る給与
所得者異動届出書」、「離職証明書」等を
作成・提出する

■ 従業員の家族の異動のチェック
◇ 従業員の家族の進学・卒業、結婚等の有無

について、書類を提出させてチェックし、
異動があれば家族手当の変更、源泉徴収
税額表の適用欄の変更手続きなどをする
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事業承継相談
相談日 随時制のためご予約ください。
申込・問合せ 奈良県事業承継・引継ぎ支援センター

  ☎ 0742-93-8815　 0742-93-8002
   n-hikitsugi@gaea.ocn.ne.jp

社会保険労務士相談
相談日　3月13日㈬14:00～17:00（申込順3件まで）

法律・税務相談
随時受付中。申込みは相談希望日の１週間前までにご予約ください。

※その他、経営 ･ 労務などあらゆる事業のお悩みに専門家がお答えします。 （要予約）
申込・問合せ 経営支援課 ☎ 74 － 3515

各種相談事業のお知らせ 要予約

発
行

所
：

生
駒

商
工

会
議

所
　

生
駒

市
元

町
1

丁
目

6
番

12
号

TEL 0743-74-3515     FAX0743-74-9185
編

集
発

行
人

：
生

駒
商

工
会

議
所

印
刷

所
：

共
同

精
版

印
刷

㈱
　

1
部

100
円

（
税

込
・

購
読

料
は

会
費

に
含

む
）




